




 

 我々はトータルケアーについて,身体のケアーのみならず経済,福祉,心理,教育,その他

を含み,全生活,全人生面にわたるものと考えている。 

 今回は心臓障害児のトータルケアー,特に医療費に関する点,福祉,心理面を中心に実態

を述べたい。 

 心臓障害が発見される動機は乳児検診,1歳6ヵ月検診,3歳児検診および学校健康診断の

必須項目の 1つとしての心臓検診などである。乳児検診で心臓障害が疑われた場合を例に

とってみると,まず乳児精密健康診査受診票が交付され,障害の有無,方針の決定などのた

めに小児科医,小児循環器専門医への受診がすすめられる。この受診票では同一病名の検査

は無料で受けることができるが,治療は有料となる。ただ,山梨県では 3ヵ所を除く多くの

市町村で乳児医療助成制度があり,少なくとも乳児期の内科的治療の諸費用については無 

料となり,援助となっている。これらの心臓障害児が更に精密検査・心臓カーテル検査,心

臓血管造影検査などを受け,手術をすることになると育成医療の申請をし，医療費の支給を

受けることができる。内科的治療に関して,入院期間が 1ヵ月以上におよぶ時には小児慢性

特定疾患治療研究事業の適応となり,医療費の軽減をはかることができる。このように心臓

障害児に対しては公費医療制度として高額療養費,育成医療,厚生医療,小児慢性特定疾患

治療費などがあり,医療費に関しての経済的援助となっている。このことは大事なことで,

障害児の場合の当事者は親であり,親の安心は児に通じるからである。医療費の保障によっ

て障害児は現在の進歩した内科的,外科的治療の恩恵を十分に受けることができる。 


